
 

 
 
 
 

和 解 契 約 書（一部） 
原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」

という。）について、申立人Ｘ１及び同Ｘ２（以下申立人２名を合わせて「申立

人ら」という。）と被申立人東京電力株式会社（以下「被申立人」という。）は、

次のとおり一部について和解する。 
１ 和解の範囲 

申立人らと被申立人は、本件に関し、別紙１第１記載の損害項目（但し、別

紙１第２記載の期間に限る。）について和解することとし、それ以外の点につ

いては、本和解の効力は及ばないことを相互に確認する。 
２ 和解金額 

被申立人は、申立人らに対し、前項所定の損害項目及び期間に対する和解金

として、金２６，４１５，２９１円の支払義務があることを認める。 
３ 既払金 

申立人らと被申立人は、被申立人が申立人らに対し、仮払補償金として金１，

６００，０００円を支払い済みであることを確認する。 
４ 支払方法 
  （省略） 
５ 清算 

申立人らと被申立人は、別紙１第１第１項（１）及び（３）記載の損害項目

（別紙１第２記載の期間に限る。また、その遅延損害金を含む。）については、

本和解に定めるもののほか、当事者間に何らの債権債務がないこと、並びにそ

れ以外の損害項目については、本和解に定める金額を超える部分につき、清算

の効力が及ばず、申立人らが被申立人に対して別途損害賠償請求することを妨

げないことを相互に確認する。また、申立人らと被申立人は、別紙第１第６項

記載の損害項目の対象期間以降の損害の存否及びその金額については、本和解

の対象外であり、申立人らが被申立人に対して別途損害賠償請求することを妨

げないことを相互に確認する。 
６ 手続費用 

本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 
 
本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人ら及び被申

立人が署名（記名）押印の上、申立人らが１通、被申立人が１通を保有するも

のとする。また、被申立人は、本和解契約書の写し１通を、原子力損害賠償紛

争解決センターに交付する。 
平成２５年４月１８日 
（別紙２、別紙３物件目録省略） 
（仲介委員 奥野滋） 

浪江町（避難指示解除準備区域）に居住していた申立人らの財物損害につ

いて、申立人らが農業を営んでいたこと、原発事故の５年後に避難指示が解

除されたとしても従前どおり農業を営むのは困難であること、申立人らの年

齢等を考慮して、自宅土地建物等の不動産を全損と評価し、農業用機具につ

き、実際の使用可能年数を基礎に減価をして損害額が算定された事例。 
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別紙１ 
 

損 害 項 目 
第１ 損害項目 
 １ 避難費用                    １７７，１４２円 
  （内訳） （１）交通費           ５９，６００円 
       （２）宿泊費          １０２，０００円 
       （３）引越費用          １５，５４２円 
 ２ 一時立入費用                  １１９，２３０円 
 ３ 財物損害                 １８，６４９，３２５円 
  （内訳） （１）別紙２記載の土地   ９，４２１，２４６円 
       （２）別紙３記載の建物   ４，７７８，０７９円 
       （３）家財道具       ４，４５０，０００円 
 ４ 生活費増加分                ２，０４０，７１６円 
 ５ 生命・身体的損害                 ５９，５００円 
 ６ 精神的損害                 ４，６００，０００円 
 ７ 弁護士費用                   ７６９，３７８円 

合  計 ２６，４１５，２９１円 
 
第２ 期間 

平成２３年３月１１日から平成２４年８月３１日まで（ただし、第１第６

項のみ、平成２３年３月１１日から平成２５年１月３１日まで） 



 

 
 
 
 

和 解 契 約 書（全部和解） 
原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」

という。）につき、申立人Ｘ１及び同Ｘ２（以下申立人両名を合わせて「申立人

ら」という。）と被申立人東京電力株式会社（以下「被申立人」という。）は、

次のとおり和解する。 
第１ 和解の範囲 

申立人らと被申立人は、本件に関し、別紙１第１記載の損害項目（別紙１

第２記載の期間に限る。）について和解することとし、それ以外の点につい

ては、本和解の効力は及ばないことを相互に確認する。 
第２ 和解金額 

被申立人は、前項所定の損害項目及び期間についての和解金として、申立

人らに対し、金１４９，１７６，７１５円の支払義務があることを認める。 
第３ 既払金 

申立人らと被申立人は、被申立人が申立人らに対し、仮払補償金として金

１，６００，０００円を、一部和解金として金２４，８１５，２９１円をそ

れぞれ支払い済みであることを確認する。 
第４ 支払方法 
   （省略） 
第５ 確認条項 

申立人ら及び被申立人は、別紙１第１の３記載の財物について、仮に本和

解による賠償がその価額の全部の賠償である場合でも、その支払いにかかわ

らず所有権は移転しないことを相互に確認する。 

第６ 清算条項 
申立人らと被申立人は、別紙１第１記載の損害項目（別紙１第２記載の期

間に限る。）について、以下の点を相互に確認する。 
１ 本和解に定める金額を超える部分につき、本和解の効力が及ばず、申立

人らが被申立人に対して別途損害賠償請求することを妨げない。ただし、

本件和解仲介に関する弁護士費用については、本和解に定めるもののほか、

当事者間に何らの債権債務がない。 
２ 本和解に定める金額に係る遅延損害金につき、申立人らは被申立人に対

して別途請求しない。 
第７ 手続費用 

本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 
 
本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人ら及び被申

立人が署名（記名）押印の上、申立人らと被申立人がそれぞれ１通を保有する

ものとする。また、被申立人は、本和解契約書の写し１通を、原子力損害賠償

浪江町（避難指示解除準備区域）に居住していた申立人らの財物損害につ

いて、申立人らが農業を営んでいたこと、原発事故の５年後に避難指示が解

除されたとしても従前どおり農業を営むのは困難であること、申立人らの年

齢等を考慮して、自宅土地建物等の不動産を全損と評価し、農業用機具につ

き、実際の使用可能年数を基礎に減価をして損害額が算定された事例。 
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紛争解決センターに交付する。 
平成２６年２月１３日 
（別紙２、別紙３物件目録省略） 

 
（仲介委員 奥野滋） 
 
別紙１ 
 
第１ 損害項目 
 １ 避難費用                    １７７，１４２円 
  （内訳） （１）交通費           ５９，６００円 
       （２）宿泊費          １０２，０００円 
       （３）引越費用          １５，５４２円 
 ２ 一時立入費用                  １１９，２３０円 
 ３ 財物損害                １３６，３８０，１２７円 
  （内訳） （１）別紙２記載の土地 １０２，３７０，９９７円 
       （２）別紙３記載の建物  １８，０５９，１３０円 
       （３）家財道具       ５，９５０，０００円 
       （４）農業用機具     １０，０００，０００円 
 ４ 生活費増加分                ２，０４０，７１６円 
  （内訳） （１）交通費            ２，７５０円 
       （２）家財道具等      ２，０３７，９６６円 
 ５ 生命・身体的損害                 ５９，５００円 
 ６ 精神的損害                 ６，８００，０００円 
 ７ 弁護士費用                 ３，６００，０００円 

合  計 １４９，１７６，７１５円 
 
第２ 期間 

平成２３年３月１１日から平成２４年８月３１日まで（ただし、第１第６

項のみ、平成２３年３月１１日から平成２５年１２月３１日まで） 


